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一
　
は
じ
め
に

　
人
体
や
自
然
環
境
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
う
る
原
子
力
発
電
所
（
以
下
「
原
発
」
と

い
う
）
に
つ
い
て
は
、
科
学
技
術
の
発
展
に

即
し
た
対
応
を
し
て
今
後
の
適
法
・
安
全
な

運
転
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
同
時
に

事
業
者
の
財
産
権
保
障
に
配
慮
す
る
必
要
も

あ
る
。
ご
の
問
題
は
、
原
子
力
法
分
野
で

は
、
特
に
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
な
い
し
バ
ッ
ク

フ
ィ
ッ
ト
の
実
施
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
と

は
、
制
定
・
改
訂
さ
れ
た
技
術
基
準
や
指
針

類
の
内
容
を
遡
及
的
に
既
存
原
発
に
反
映
さ

せ
る
目
的
で
行
わ
れ
る
再
度
の
評
価
・
確
認

等
の
作
業
を
い
う
。
他
方
、
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ

ト
と
は
、
規
制
権
限
を
行
使
し
て
既
存
原
発

を
制
定
・
改
訂
後
の
技
術
基
準
や
指
針
類
の

内
容
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。

　
以
下
で
は
、
原
発
が
備
え
る
べ
き
耐
震
性

の
問
題
を
素
材
と
し
て
、
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク

な
い
し
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
制
度
と
運
用
の

　
　
　
　
　
　
　
ヱ
レ

一
端
を
素
描
す
る
。

二
　
現
在
の
制
度
や
運
用
と

　
　
そ
の
問
題
点

　
1
　
現
在
の
制
度
や
運
用
の
概
況

　
原
子
力
安
全
委
員
会
（
以
下
「
原
安
委
」

と
い
う
）
が
こ
れ
ま
で
定
め
て
き
た
安
全
審

査
指
針
類
の
う
ち
、
耐
震
設
計
に
つ
い
て

は
、
一
九
七
八
年
制
定
の
「
発
電
用
原
子
炉

に
関
す
る
耐
震
設
計
審
査
指
針
に
つ
い
て
」

が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
の

後
、
同
指
針
は
一
九
八
一
年
と
二
〇
〇
六
年

に
改
訂
さ
れ
て
い
る
（
そ
れ
ぞ
れ
の
指
針
を

以
下
「
旧
耐
震
指
針
」
と
「
新
耐
震
指
針
」

と
い
う
）
。
原
安
委
の
指
針
は
、
原
子
炉
等

規
制
法
（
以
下
「
炉
規
法
」
と
い
う
）
の
委

任
に
基
づ
く
省
令
で
は
な
い
が
、
経
済
産
業

大
臣
の
告
示
に
基
づ
き
、
原
子
炉
の
設
置
・

運
転
の
審
査
の
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お

り
、
行
政
手
続
法
に
い
う
審
査
基
準
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
原
発
の
耐
震
性
に
つ
い
て
は
、
省

令
（
「
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術

基
準
を
定
め
る
省
令
」
（
昭
和
四
四
年
通
産

省
令
第
六
二
号
）
な
ど
。
同
省
令
を
以
下

「
省
令
六
二
号
」
と
い
う
）
の
他
、
民
問
規

程
（
㈹
日
本
電
気
協
会
に
よ
る
「
原
子
力
発

電
所
耐
震
構
造
設
計
技
術
指
針
」
（
鴇
》
の

ぶ
○
歴
お
o
o
哨
）
な
ど
）
も
活
用
さ
れ
て
き
た
。

当
初
、
省
令
六
二
号
自
体
は
、
原
発
の
耐
震

設
計
を
詳
細
に
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

現
在
で
は
、
上
記
の
日
本
電
気
協
会
指
針
が

エ
ン
ド
ー
ス
（
援
用
）
さ
れ
、
新
耐
震
指
針

へ
の
改
訂
も
あ
り
、
詳
細
な
審
査
が
可
能
に

な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
制
定
・
改
訂
時
に
は
、
そ
の
都

度
の
諸
種
の
知
見
の
発
展
が
そ
の
内
容
に
盛

り
込
ま
れ
る
が
、
法
令
で
経
過
措
置
が
と
ら

れ
る
場
合
の
他
、
そ
の
内
容
を
既
存
原
発
に

反
映
さ
せ
る
際
に
は
、
一
般
に
は
、
事
業
者

自
身
が
制
定
・
改
訂
後
の
指
針
に
基
づ
き
原

発
の
安
全
性
を
再
調
査
・
再
評
価
し
、
そ
の

結
果
を
通
産
省
等
に
報
告
し
、
通
産
省
等
が

そ
の
妥
当
性
を
調
査
・
確
認
す
る
と
い
う
手

順
が
採
ら
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
六
年
の
新
耐

震
指
針
へ
の
改
訂
に
伴
う
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク

は
、
原
安
委
が
原
子
力
安
全
・
保
安
院
（
以

下
「
保
安
院
」
と
い
う
）
に
そ
の
実
施
を
指

示
し
、
保
安
院
か
ら
各
事
業
者
に
実
施
の
指

示
が
な
さ
れ
た
う
え
で
行
わ
れ
て
い
る
（
た

だ
し
、
今
回
の
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
は
、
旧
耐

震
指
針
に
よ
る
審
査
で
も
問
題
は
無
い
旨
の

原
安
委
の
見
解
を
前
提
に
実
施
さ
れ
て
い

る
）
。
そ
の
際
に
は
、
地
質
調
査
、
基
準
地

震
動
の
策
定
、
施
設
の
耐
震
安
全
性
評
価
、

地
盤
の
安
定
性
評
価
、
地
震
随
伴
事
象
評
価

な
ど
が
事
業
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
調

査
・
評
価
結
果
の
報
告
を
受
け
た
保
安
院
が

こ
れ
を
確
認
し
、
そ
の
確
認
結
果
を
原
安
委

が
検
討
す
る
と
い
う
手
順
が
予
定
さ
れ
て
い



　
　
レ

る
。

　
2
　
現
在
の
制
度
や
運
用
の
問
題
点

　
一
般
に
は
、
バ
ッ
ク
チ
ヱ
ッ
ク
の
結
果
、

事
業
者
の
報
告
内
容
や
原
発
に
不
備
が
あ
る

と
判
明
し
た
場
合
は
、
事
業
者
の
自
主
的
な

対
応
の
他
、
規
制
当
局
の
行
政
指
導
に
よ
っ

て
対
処
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
の
よ
う
で
あ
る

が
、
各
種
許
認
可
の
範
囲
内
で
の
事
業
者
の

適
法
な
設
置
・
運
転
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ

る
点
、
改
訂
後
の
指
針
類
は
改
訂
前
の
指
針

類
の
発
展
的
延
長
線
上
に
あ
る
点
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
運
用
を
直
ち
に
当
然
に
違
法
視
で

　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

き
な
い
面
が
あ
る
。
特
に
今
回
の
バ
ッ
ク
チ

ェ
ッ
ク
は
、
旧
耐
震
指
針
に
よ
る
審
査
で
も

問
題
は
無
い
旨
の
原
安
委
の
見
解
を
前
提
に

実
施
さ
れ
て
お
り
、
旧
耐
震
指
針
上
の
安
全

性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
上
記
の

よ
う
な
対
応
を
違
法
と
み
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
さ
ら
に
、
事
業
者
・
規
制
当
局
間
の
行

政
指
導
や
協
議
は
、
事
案
ご
と
に
柔
軟
な
対

応
を
可
能
に
し
、
他
分
野
で
も
多
用
さ
れ
て

き
た
こ
と
か
ら
、
従
前
の
運
用
に
一
律
に
否

定
的
評
価
を
下
す
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

　
し
か
し
、
行
政
指
導
は
、
相
手
方
の
任
意

の
協
力
を
前
提
に
実
効
性
を
持
つ
に
と
ど
ま

る
点
、
ま
た
行
政
指
導
や
協
議
は
、
事
案
ご

と
に
対
応
の
濃
淡
を
生
み
、
原
発
の
運
転
自

体
は
適
法
で
も
原
発
ご
と
に
確
保
さ
れ
る
安

全
性
レ
ベ
ル
に
相
対
的
な
差
異
を
生
み
出
す

可
能
性
が
あ
る
点
を
問
題
点
と
し
て
指
摘
し

う
る
。

　
さ
ら
に
、
事
業
者
に
よ
る
安
全
性
の
再
調

査
・
再
評
価
に
対
す
る
保
安
院
の
確
認
や
、

原
安
委
に
よ
る
そ
の
結
果
の
検
討
に
つ
い
て

も
、
不
明
瞭
な
点
が
残
る
。
な
ぜ
な
ら
、
原

子
力
委
員
会
・
原
子
力
安
全
委
員
会
設
置
法

上
、
そ
れ
ら
の
組
織
や
権
限
は
明
確
だ
が

（
今
回
の
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
は
同
法
二
五
条

に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ

る
）
、
原
発
の
安
全
規
制
の
根
拠
法
規
た
る

炉
規
法
上
、
そ
れ
ら
の
位
置
付
け
や
法
的
性

格
が
明
確
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
回
の

バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
の
場
合
は
措
く
と
し
て

も
、
一
般
論
と
し
て
は
、
現
在
の
よ
う
な
運

用
に
よ
る
と
、
事
案
ご
と
の
柔
軟
な
対
処
が

可
能
で
あ
る
反
面
、
事
業
者
は
、
仮
に
当
該

原
発
が
現
在
の
最
高
水
準
の
安
全
性
を
備
え

て
い
た
と
し
て
も
、
規
制
当
局
に
よ
る
法
的

判
断
を
得
て
い
な
い
ま
ま
安
定
性
を
欠
い
た

状
態
で
運
転
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
状
況
は
、
周
辺
住
民

等
に
対
し
て
、
原
発
の
運
転
継
続
に
不
安
感

を
抱
か
せ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
事
業
者
や

周
辺
住
民
等
の
法
的
地
位
に
か
か
わ
る
定
め

が
な
い
と
い
う
点
で
、
現
在
の
運
用
は
透
明

性
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
問
題
解
決
の
視
点

1
　
現
行
法
上
の
規
制
権
限
行
使
の

　
可
能
性
に
つ
い
て

　
例
え
ば
、
一
般
的
に
は
、
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ

ク
の
結
果
、
あ
る
原
発
が
炉
規
法
三
七
条
所

定
の
保
安
規
定
に
反
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

た
場
合
、
主
務
大
臣
は
、
同
法
三
三
条
二
項

四
号
に
基
づ
き
、
原
子
炉
設
置
許
可
の
取
消

し
や
運
転
停
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

　
ま
た
、
炉
規
法
三
六
条
も
各
種
の
規
制
権

限
の
行
使
を
規
定
し
て
い
る
。
同
条
一
項
前

段
に
よ
れ
ば
、
定
期
検
査
（
同
法
二
九
条
）

の
結
果
、
同
条
二
項
の
省
令
へ
の
不
適
合
が

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
規
制
権
限
の
行
使

は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
用
発
電
用
原

子
炉
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
適
用
が
除
外
さ

れ
（
同
法
七
三
条
）
、
電
気
事
業
法
（
以
下

「
電
事
法
」
と
い
う
）
の
各
規
定
が
適
用
さ

れ
る
か
ら
、
同
法
四
〇
条
所
定
の
技
術
基
準

適
合
命
令
の
可
否
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
同
条
は
、
同
法
三
九
条
に
い
う
経
産
省

令
所
定
の
技
術
基
準
へ
の
適
合
命
令
を
定
め

る
規
定
な
の
で
、
省
令
六
二
号
へ
の
適
合
命

令
の
根
拠
と
は
な
り
え
て
も
、
原
安
委
の
耐

震
指
針
へ
の
適
合
命
令
を
根
拠
付
け
る
こ
と

　
　
　
　
ハ
ヰ
レ

は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
同
法
四
〇
条
の
命

令
を
発
す
る
余
地
が
全
く
無
い
わ
け
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
省
令
六
二
号
五
条
所
定
の

耐
震
性
審
査
の
際
に
も
、
耐
震
指
針
所
定
の

内
容
を
踏
ま
え
た
審
査
の
実
施
が
内
規
レ
ベ

ル
で
要
求
さ
れ
て
お
り
（
「
発
電
用
原
子
力

設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の

解
釈
に
つ
い
て
し
（
平
成
一
七
年
二
一
月
一

五
目
原
院
第
五
号
）
）
、
耐
震
指
針
の
要
求
の

充
足
が
省
令
六
二
号
所
定
の
審
査
に
よ
っ
て

担
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
耐
震
指
針
の
要
求
を
踏
ま
え
た
省
令
六

二
号
五
条
所
定
の
耐
震
性
審
査
の
結
果
、
同

省
令
へ
の
適
合
命
令
を
発
し
う
る
余
地
は
残

っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
た
だ
し
後
述
2
を
参

照
）
。

　
他
方
、
炉
規
法
三
六
条
一
項
後
段
に
よ
れ

ば
、
同
法
三
五
条
一
項
所
定
の
省
令
（
「
実

用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す

る
規
則
」
（
昭
和
五
三
年
通
産
省
令
第
七
七

号
）
な
ど
。
同
省
令
を
以
下
「
省
令
七
七

号
」
と
い
う
）
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
場

合
等
に
は
、
原
子
炉
の
使
用
停
止
や
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
命
令
を
発
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
法
三
六

条
一
項
に
よ
れ
ば
、
原
発
が
原
安
委
の
耐
震

指
針
に
反
し
て
い
る
と
の
理
由
で
命
令
を
発

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
違
反
状
態

に
よ
っ
て
上
記
省
令
に
も
違
反
し
て
い
る
と

さ
れ
る
場
合
に
は
、
や
は
り
命
令
を
発
す
る

余
地
は
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
般
論
と
し
て
は
、
少

な
く
と
も
現
行
法
上
は
各
種
命
令
を
発
す
る

こ
と
が
可
能
で
は
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
の

行
政
実
務
上
、
命
令
よ
り
も
行
政
指
導
が
好

ま
れ
て
き
た
こ
と
や
、
規
制
権
限
行
使
が
裁

量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
実
際
に
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
の
か
と

い
う
間
題
が
さ
ら
に
残
っ
て
い
る
。
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ま
た
、
こ
こ
で
述
べ
た
点
は
、
原
発
の
設

置
・
運
転
の
開
始
後
に
新
た
に
科
学
的
知
見

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
新
た
に
遵
守
が

要
求
さ
れ
る
安
全
性
基
準
が
、
設
置
・
運
転

開
始
時
に
備
え
て
い
た
安
全
性
レ
ベ
ル
を
超

え
て
し
ま
う
と
判
断
さ
れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス

を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
そ

の
よ
う
な
判
断
が
い
か
な
る
手
続
の
も
と
で

決
さ
れ
う
る
の
か
（
決
さ
れ
る
べ
き
な
の

か
）
、
と
い
う
問
題
も
残
っ
て
い
る
。
現
在

の
運
用
上
は
、
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
を
経
る
こ

と
で
そ
の
よ
う
な
判
断
が
な
さ
れ
う
る
こ
と

に
な
っ
て
は
い
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
保

安
院
の
確
認
や
原
安
委
の
検
討
は
、
事
業
者

（
お
よ
び
国
民
）
に
対
し
て
具
体
的
な
法
的

効
果
を
及
ぼ
さ
な
い
点
に
問
題
が
残
る
た

め
、
安
全
性
評
価
の
手
続
が
整
備
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
2
　
規
制
権
限
の
行
使
と
事
業
者
の

　
　
存
続
保
護
利
益

　
上
述
の
電
事
法
四
〇
条
に
基
づ
く
命
令
に

関
し
て
注
意
を
要
す
る
の
は
、
平
成
二
〇
年

四
月
二
三
日
改
訂
後
の
上
記
内
規
に
よ
り
、

旧
耐
震
指
針
を
適
用
し
て
設
置
や
変
更
の
許

可
が
さ
れ
た
原
発
等
に
つ
い
て
は
、
旧
耐
震

指
針
と
の
適
合
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

今
回
の
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
の
場
合
を
別
に
し

て
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
新
耐
震

指
針
を
媒
介
に
電
事
法
四
〇
条
に
基
づ
き
省

令
六
二
号
へ
の
適
合
命
令
を
発
す
る
こ
と

は
、
や
は
り
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
事
業
者
側
の
存
続
保
護
利
益
を
重
視
す
る

も
の
と
い
え
る
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お

詳
細
な
検
討
を
要
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
以

下
の
点
を
指
摘
し
う
る
。
伊
方
原
発
訴
訟
最

高
裁
判
決
（
最
判
平
成
四
年
一
〇
月
二
九
日

民
集
四
六
巻
七
号
工
七
四
頁
）
が
、
原
子

炉
設
置
許
可
処
分
の
取
消
訴
訟
の
審
理
は

「
現
在
の
科
学
技
術
水
準
に
照
ら
し
」
行
わ

れ
る
べ
き
旨
を
判
示
し
た
点
に
つ
い
て
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
ロ

判
決
の
調
査
官
解
説
の
立
場
の
他
、
学
説
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
づ
ロ

も
様
々
な
見
方
が
示
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
各
種
許
認
可
を
経
た
運
転

開
始
後
、
科
学
的
知
見
の
発
展
に
基
づ
き
技

術
基
準
等
が
制
定
・
改
訂
さ
れ
た
場
合
に

は
、
運
転
開
始
時
点
で
事
業
者
が
遵
守
す
べ

き
安
全
性
レ
ベ
ル
と
そ
の
後
の
よ
り
厳
格
化

さ
れ
た
安
全
性
レ
ベ
ル
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
埋

め
合
わ
せ
が
必
要
と
さ
れ
る
点
で
は
、
大
差

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
事
業
者
の
存
続
保

護
と
は
、
許
認
可
等
の
法
的
効
果
が
及
ん
で

い
る
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
こ
の
ギ

ャ
ッ
プ
部
分
は
、
本
来
的
に
は
事
業
者
の
存

続
保
護
の
範
囲
外
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
あ
る
原
発
が
、
設
置
・
運
転
開
始
時

点
で
は
法
定
の
安
全
性
基
準
を
満
た
し
て
い

た
が
、
後
の
科
学
的
知
見
の
発
見
に
よ
っ
て

厳
格
な
安
全
性
基
準
が
指
針
類
に
盛
り
込
ま

れ
た
結
果
、
そ
れ
を
満
た
さ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
場
合
、
当
該
原
発
を
新
た
な
安
全
性

基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
行
政
庁
が
規
制

権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
当
然
可
能
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
レ

　
3
　
諸
外
国
の
概
況

　
ω
　
ア
メ
リ
カ

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
通
常
、
原
子
力
規
制
委

員
会
（
2
8
ざ
鍵
零
鷺
巨
○
蔓
O
o
鷺
鼠
の
－

昏
P
2
菌
O
）
に
よ
る
安
全
性
評
価
を
基
に

バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
要
否
が
判
断
さ
れ
る
。

そ
の
要
件
や
手
続
は
、
法
的
拘
束
性
を
持
つ

ル
ー
ル
（
毎
一
①
）
に
よ
っ
て
明
確
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
既
存
原
発
は
、
常
に
最

高
水
準
の
安
全
性
の
確
保
を
義
務
付
け
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
設

置
・
運
転
の
許
認
可
の
時
点
で
の
安
全
性
が

確
保
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
が
、
新
た
な

科
学
的
知
見
に
基
づ
き
法
令
が
制
定
・
改
訂

さ
れ
た
場
合
、
公
衆
の
健
康
お
よ
び
安
全
に

対
す
る
適
切
な
防
護
措
置
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
と
き
等
に
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会

に
よ
る
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
実
施
が
義
務
付

け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
最
低
限
必
要
と
さ
れ
る

安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
以

上
、
高
コ
ス
ト
を
理
由
に
そ
の
実
施
が
回
避

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
ε
O
男
勾
O
ρ
一
8
（
簿
）

（
斜
）
（
一
）
～
（
彰
）
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
場

合
に
該
当
せ
ず
と
も
、
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の

実
施
に
よ
っ
て
、
公
衆
の
健
康
や
安
全
、
公

共
の
安
全
・
防
護
の
レ
ベ
ル
が
高
ま
り
、
か

つ
、
こ
の
点
と
の
関
係
で
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト

の
実
施
に
伴
う
直
接
・
間
接
の
コ
ス
ト
が
正

当
化
さ
れ
る
場
合
に
限
り
、
さ
ら
に
厳
格
な

安
全
性
確
保
措
置
を
求
め
る
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ

ト
も
ま
た
可
能
と
さ
れ
て
い
る
（
さ
O
問
菊

U
ρ
一
8
（
帥
）
（
⑩
）
お
よ
び
（
ω
）
）
。

　
の
　
ド
イ
ツ

　
ド
イ
ツ
で
は
、
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト

　
　
　
　
　
ハ
　
レ

（
蜜
魯
鐵
ω
9
轟
）
に
関
す
る
体
系
的
制
度

は
存
在
せ
ず
、
許
可
の
取
消
し
・
撤
回
、
事

後
命
令
、
事
後
負
担
（
富
畠
窪
讐
o
誇
》
融

欝
鷺
）
、
補
償
の
要
否
、
定
期
検
査
等
が
規

定
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
（
ド
イ
ツ
原
子
力
法

一
七
条
～
一
九
a
条
）
。

　
一
般
に
は
、
原
子
炉
設
置
許
可
等
の
内
容

の
基
礎
を
な
す
安
全
性
評
価
ー
「
安
全
性

哲
学
（
餓
3
R
ぎ
箒
9
ぎ
ω
8
獣
①
）
」
と
い

う
！
が
科
学
的
根
拠
な
し
に
変
更
さ
れ
る

場
合
や
、
既
存
の
安
全
性
・
リ
ス
ク
規
制
措

置
よ
り
も
ベ
タ
ー
な
措
置
が
可
能
で
あ
る
と

の
理
由
だ
け
で
は
、
規
制
行
政
庁
の
権
限
行

使
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。
他
方
、
原
発
の
設
置
・
運
転
後
に

新
た
な
科
学
的
知
見
が
生
ま
れ
、
そ
の
設
置

・
運
転
開
始
時
点
で
の
許
認
可
処
分
の
内
容

と
さ
れ
た
リ
ス
ク
規
制
の
水
準
を
、
新
た
な

知
見
へ
と
適
合
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
規
制
権
限
の
行
使
は
可
能
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
下
位
規
範
（
行
政

規
則
や
民
間
規
程
）
の
改
訂
に
伴
う
規
制
権

限
行
使
の
可
否
の
問
題
と
も
通
じ
て
お
り
、

下
位
規
範
の
改
訂
に
よ
り
直
ち
に
当
該
基
準

法律時報8i巻9号一34



へ
の
適
合
義
務
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、

許
認
可
や
事
後
命
令
と
い
っ
た
下
位
規
範
の

内
容
を
具
体
化
し
適
用
す
る
行
為
に
よ
っ
て

初
め
て
、
事
業
者
は
そ
れ
ら
の
内
容
の
遵
守

を
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ
る
。
第
一
次
的
に

は
許
認
可
付
与
の
時
点
で
の
安
全
性
の
確
保

が
義
務
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
上
述

の
限
り
で
規
制
権
限
を
発
動
で
き
る
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
実
際
に
は
、
規
制
権
限
が
発
動

さ
れ
る
こ
と
は
無
く
、
事
業
者
が
多
大
な
コ

ス
ト
を
負
担
し
て
「
自
主
的
に
」
最
新
の

ー
し
か
し
当
該
事
業
者
は
本
来
的
に
は
そ

の
遵
守
を
義
務
付
け
ら
れ
な
い
ー
基
準
へ

の
適
合
に
努
め
た
り
、
事
業
者
・
規
制
当
局

問
で
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
協
議
の
実
施
な
ど

の
対
応
が
な
さ
れ
て
お
り
、
補
償
規
定
も
活

用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

四
　
問
題
解
決
に
向
け
て

　
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
な
い
し
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ

ト
を
め
ぐ
る
現
状
の
改
善
を
図
る
方
向
性
と

し
て
は
、
ひ
と
ま
ず
以
下
の
点
を
指
摘
で
き

る
。　

既
存
の
制
度
と
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
や
バ
ッ

ク
フ
ィ
ッ
ト
の
実
施
体
制
を
よ
り
有
機
的
に

結
合
さ
せ
、
例
え
ば
電
事
法
五
四
条
等
の
定

期
検
査
の
段
階
で
原
発
の
耐
震
性
審
査
を
実

施
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
設
け
、
各
種

基
準
の
不
充
足
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

規
制
権
限
行
使
が
求
め
ら
れ
る
（
義
務
付
け

ら
れ
る
）
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
が
、
手
近

か
つ
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
そ
の
際
に

は
、
指
針
類
や
民
間
規
程
の
法
的
位
置
付
け

や
そ
の
制
定
・
改
訂
手
続
等
の
明
確
化
・
簡

明
化
も
重
要
に
な
ろ
う
）
。
「

　
こ
の
場
合
に
重
要
に
な
る
の
が
、
上
記
審

査
を
行
っ
た
う
え
で
、
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の

実
施
義
務
の
判
断
や
、
既
存
原
発
の
改
善
や

最
新
化
に
伴
う
コ
ス
ト
／
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の

比
較
衡
量
に
基
づ
く
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
要

否
判
断
等
を
、
法
的
効
果
を
も
っ
て
決
定
で

き
る
仕
組
み
の
導
入
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
当
該
原
発
の
安
全
性
レ
ベ
ル
が
法
的
に

確
定
さ
れ
、
改
善
・
最
新
化
が
不
要
と
判
断

さ
れ
れ
ば
、
事
業
者
は
滞
り
な
く
運
転
を
継

続
で
き
、
改
善
・
最
新
化
が
必
要
と
判
断
さ

れ
れ
ば
、
規
制
行
政
庁
は
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
業
者
は
改

善
・
最
新
化
を
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
に
は
、
以

下
の
問
題
点
も
存
す
る
。
ま
ず
、
定
期
検
査

は
一
年
に
一
回
の
頻
度
で
実
施
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
定
期
検
査
の
結
果
、
比
較
的

小
規
模
な
問
題
点
や
短
期
的
視
点
か
ら
の
改

善
点
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
バ
ッ
ク
フ
ィ

ッ
ト
に
よ
る
対
応
は
可
能
か
つ
現
実
的
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
原
発
の
本
質
的
安
全
性
を

脅
か
す
大
規
模
地
震
の
発
生
確
率
が
そ
れ
ほ

ど
高
く
は
な
い
と
予
測
し
う
る
点
、
原
発
の

耐
震
性
は
中
長
期
的
視
点
か
ら
確
保
が
図
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
点
等
に
鑑
み
れ
ば
、
仮
に

定
期
検
査
に
よ
り
不
備
が
発
見
さ
れ
た
場
合

も
、
大
規
模
な
改
善
措
置
が
必
要
に
な
り
、

改
善
期
問
中
に
原
発
の
運
転
停
止
が
必
要
と

さ
れ
る
と
、
事
業
者
へ
の
負
担
は
大
き
い
。

そ
う
す
る
と
、
中
長
期
的
な
視
点
か
ら
原
発

の
耐
震
性
を
確
保
・
改
善
す
る
仕
組
み
と
し

て
、
保
安
活
動
の
実
施
状
況
や
最
新
の
知
見

の
反
映
状
況
を
一
〇
年
未
満
ご
と
に
チ
ェ
ッ

ク
す
る
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
制
度
（
例
え

ば
省
令
七
七
号
一
五
条
の
二
）
を
土
台
に
上

記
の
よ
う
な
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
実
施
体
制

を
設
け
る
こ
と
が
現
実
的
と
い
え
よ
う
か
。

　
他
方
、
規
制
権
限
行
使
に
伴
う
補
償
制
度

や
通
常
の
規
制
権
限
行
使
よ
り
も
ソ
フ
ト
な

手
法
の
導
入
を
検
討
す
る
余
地
も
あ
り
、
後

者
の
例
と
し
て
は
、
仮
の
行
政
処
分
の
導
入

や
事
後
負
担
を
含
む
附
款
の
活
用
、
安
全
協

定
の
拡
充
な
ど
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
1
）
　
本
稿
は
、
東
京
大
学
の
原
子
力
法
制
研
究

会
・
社
会
と
法
制
度
設
計
分
科
会
（
座
長
”
城
山

英
明
教
授
）
で
の
報
告
と
議
論
を
基
に
執
筆
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
の
内

容
に
関
す
る
責
任
は
、
筆
者
個
人
が
負
う
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
基
本
的
事
項
の
略
述
に

と
ど
め
て
お
り
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
溺
稿
に
て

行
う
予
定
で
あ
る
。

（
2
）
　
な
お
、
志
賀
原
発
二
号
炉
運
転
差
止
訴
訟

の
第
一
審
判
決
（
金
沢
地
判
平
成
一
八
年
三
月
二

囲
目
判
時
一
九
三
〇
号
二
五
頁
）
で
は
、
原
告
の

主
張
に
対
し
て
被
皆
側
の
積
極
的
反
証
が
な
く
、

旧
鮒
震
指
針
や
こ
れ
に
基
づ
く
安
全
性
評
価
の
妥

当
性
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
正
面
か
ら
踏
み
込
ん

だ
審
査
を
行
わ
ず
、
結
果
的
に
原
告
の
差
止
請
求

を
認
め
た
が
、
控
訴
審
判
決
（
名
古
屋
高
裁
金
沢

支
判
平
成
一
二
年
三
月
一
八
日
。
裁
判
所
H
P
を

参
照
）
で
は
、
新
耐
震
指
針
自
体
と
こ
れ
に
基
づ

く
安
全
性
評
価
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
た
形
と
な

っ
て
い
る
。

（
3
）
　
高
橋
滋
『
先
端
技
術
の
行
政
法
理
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
二
七
頁
以
下
。

（
4
）
　
高
橋
・
前
摺
書
ご
｝
三
頁
以
下
。

（
5
）
　
高
橋
利
文
「
判
解
し
最
高
裁
判
所
判
例
解

説
民
事
篇
平
成
四
年
度
四
壬
二
頁
以
下
。

（
6
）
　
各
種
見
解
に
つ
い
て
は
、
交
告
尚
史
「
大

規
模
施
設
と
司
法
審
査
」
公
法
研
究
五
二
号
二
〇

〇
頁
以
下
、
山
顕
洋
弩
判
解
」
平
成
四
年
度
重
判

四
七
頁
、
高
木
光
鴨
技
術
基
準
と
行
政
手
続
』

（
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
）
二
頁
以
下
、
高
橋

・
前
掲
書
一
八
三
頁
以
下
、
首
藤
重
幸
「
も
ん
じ

ゅ
原
発
行
政
訴
訟
控
訴
審
判
決
」
法
教
二
七
一
号

四
七
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
7
）
　
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
、
oo
亀
器
ミ
頃
窪
－

昌
g
ぱ
9
Φ
び
匿
o
讐
－
戴
類
傷
ω
嘗
薮
一
窪
の
簿
瓢
欝
筍
魯
ρ

｝
資
国
磐
ω
簿
き
ミ
qっ
Φ
一
ぎ
興
臼
諾
西
y
O
凄
⇒
α
昌
伊
q
o

恥
Φ
の
d
導
毒
Φ
響
Φ
o
窪
q

。
”
もo
●
》
鋸
堕
｝
鱒
O
O
3
0
墜
Φ
ψ

鳳
o
＼
oo
鎌
議
ρ
q
ω
含
貫
汐
Φ
欝
落
＼
竃
8
窪
誉
閃
ぎ
機

（
頃
議
ひ
q
’
）
一
じo
霧
件
窪
窪
鳥
①
渓
の
導
欝
肇
Φ
築
Φ
償
⇔
血

器
斥
ω
圃
o
竃
簿
蝕
誘
纈
急
o
箆
①
讐
昌
頓
o
欝
℃
8
8
，

（
8
）
　
本
稿
で
は
、
2
m
3
憲
の
葺
躍
と
い
う
語
を

ひ
と
ま
ず
「
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
」
と
訳
し
た
が
、

ド
イ
ツ
で
は
、
法
令
を
遵
守
し
て
い
な
が
ら
技
術

的
に
ベ
タ
ー
な
措
置
を
採
る
よ
う
求
め
る
こ
と
等

を
含
め
て
2
餌
9
疑
の
葺
薦
と
称
さ
れ
て
お
り
、
本

稿
に
い
う
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
よ
り
も
広
く
捉
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
（
か
わ
い
・
と
し
き
　
國
學
院
大
學
専
任
講
師
）
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